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別記９ 標識、掲示板 

 

１ 標識、掲示板は、製造所等に出入する者が容易に視認できる位置に設けるものとし、製造所等の規模等

により必要に応じて数箇所に設けること。（★） 

２ 標識、掲示板の材質は、耐候性及び耐久性を有するものとし、保有空地内に設けるときには、原則とし

て難燃材料以上のものであること。 

３ 標識、掲示のための文字は、雨水等により容易に汚損又は消滅しないものであること。（★） 

４ 堅固な強度を有する塀、壁又は防火設備等を標識、掲示のための板として共用することができる。（★） 

５ 貯蔵し、又は取り扱う危険物に応じて掲げる注意事項を表示した掲示板は、次表のとおりである。 

 

類別 貯蔵又は取り扱う危険物 表示内容 掲示板の色 

1 類 

・アルカリ金属の過酸化物 

・上記を含有するもの 
禁水 地－青、文字－白 

・上記以外のもの なし  

2 類 
・引火性固体 火気厳禁 地－赤、文字－白 

・上記以外のもの 火気注意 地－赤、文字－白 

3 類 
・自然発火性物品 火気厳禁 地－赤、文字－白 

・禁水性物品 禁水 地－青、文字－白 

4 類 ・すべて 火気厳禁 地－赤、文字－白 

5 類 ・すべて 火気厳禁 地－赤、文字－白 

 

６ 同一設備を用いて２種類以上の危険物を製造するときは，取扱最大数量に係る危険物であるか否かを問

わず，製造所において取り扱うすべての危険物の類及び品名を表示すること。 

７ 第２類及び第４類等の危険物を同時に取り扱う場合において，「火気厳禁」の掲示板を設ければ「火気

注意」の掲示板は設けなくてもよい。 
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８ 標識及び掲示板の例は下図のとおりである。 

（１）給油取扱所（危政令第 17 条）以外 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）給油取扱所（危政令第 17 条） 
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地 （白色） 

文字（黒色） 

地(赤色) 

文字(白色) 
 

第２類の危険

物(引火性固

体を除く)を

取り扱う製造

所の掲示板 

地(青色) 

文字(白色) 

 

アルカリ金
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は禁水性物

品を取り扱
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自然発火性
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類又は第５
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を取り扱う

製造所の掲

示板 

30cm以上 
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１
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★保安監督者は職名でもよい 

第
四
類 

危
険
物
給
油
取
扱
所 

30cm 以上 

6
0
cm

以
上
 

地 （白色） 

文字（黒色） 

貯
蔵
・
取
扱 

 
 
 

第
一
石
油
類
三
五
０
０
０
リ
ッ
ト
ル 

危
険
物 

 
 
 
 
 

第
二
石
油
類 

五
０
０
０
リ
ッ
ト
ル 

 
 

指
定
数
量 

一
八
０
倍 

危
険
物
保
安
監
督
者 

長
野 

崇 

30cm 以上 

火

気

厳

禁 

6
0
cm

以
上
 

30cm 以上 
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地 （白色） 
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（３）注入口（危政令第 11 条 1（10）ホ、第 12 条 1（9）、第 13 条 1（9）、第 9 条（20））及びポンプ設備

（危政令第 11 条 1（10 の 2）ヲ、第 12 条 1（9 の 2）、第 13 条 1（9 の 2）） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）移動タンク貯蔵所（危政令第 15 条） 
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300～400mm 

250～300mm 

①一の移動貯蔵タンクに一種類の危険物を貯蔵する場合 

（化学名又は物品名） 

最大数量   ㎘又は㎏ 

品     名 

類    別 

2
5
0
m

m
以
上

 

40mm 以上 

45mm 以上 

400mm 以上 

①混載の場合 

最大数量       kℓ又 kg 

 

4 品名（化学名又は物品名）kℓ又 kg 

 

3 品名（化学名又は物品名）kℓ又 kg 

 

2 品名（化学名又は物品名）kℓ又 kg 

 

1 品名（化学名又は物品名）kℓ又 kg 

（室） 
類    別 

40mm 以上 

45mm 以上 

450mm 以上 

白地 
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黒文字 赤文字 

白地 

黒文字 赤文字 


